
税につき、同法第３１４条の２第１項第６号に掲げる者に該当する場合にあっ

ては同条第６項に規定する障害者控除額の合計額を当該出産被保険者に係る第

３２条の５の規定を適用しないものとして算定した基礎控除後の総所得金額等

から控除した金額と当該出産被保険者に係る同条の規定を適用して算定した基

礎控除後の総所得金額等とのいずれか低い金額）とする。次項において同じ。）」

と」を加える。 

 附則第３項第１号中「第３２条の３」を「第３２条の５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の条例第３２条の３の規定は、令和５年度分の保険料のうち令和６

年１月以後の期間に係るもの及び令和６年度以後の年度分の保険料について

適用し、令和５年度分の保険料のうち令和５年１２月以前の期間に係るもの

及び令和４年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

 国民健康保険法及び国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産する被保

険者の産前産後の期間に相当する保険料を減額すること等のため、この条例を

制定するものである。 

 

 

議案第１６９号 

 

川崎市児童相談所条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市児童相談所条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和５年１１月２７日提出           

川崎市長 福 田 紀 彦        

 

   川崎市児童相談所条例の一部を改正する条例 

 川崎市児童相談所条例（昭和４６年川崎市条例第７０号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条の表及び第４条中「川崎市こども家庭センター」を「川崎市南部児童

相談所」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

こども家庭センターの名称を南部児童相談所に変更するため、この条例を制

定するものである。 




